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高知県建設工事競争入札参加者基準要綱の一部改正について（通知） 

高知県建設工事競争入札参加者基準要綱（平成19年３月23日付け18高建管第871号副

知事通知）の一部を別添のとおり改正しましたので通知します。改正内容は下記のとお

りです。 

 

記 

 

１ 概要 

平成 25 年２月４日に高知県談合防止対策検討委員会から報告を受けた県発注工

事等における談合防止対策についての意見を踏まえ、平成 25 年度から平成 27 年度

までの間に協業組合を設立した場合の入札参加の特例を適用する期間を延長する

こと等に伴い、所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正内容 

(１) 平成 25年度から平成27年度までの間に協業組合を設立した場合の入札参加

の特例を適用する期間を、協業組合設立の日から７年（延長前；５年）を経過す

る日が属する年度まで延長することとしました。 

（附則第３項関係） 

(２) 工事内容等に応じて競争性を確保できるよう入札参加者の要件を設定する

ことを明記することとしました。 

（第４条関係） 

(３) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

 

様 



 

３ 施行日等 

(１) この改正は、平成 25 年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争

入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用することとします。 

(２) 平成25年４月１日において設立の日から５年を経過していない協業組合の入

札参加の特例を適用する期間を、協業組合設立の日から７年（延長前；５年）を経

過する日が属する年度まで延長することとします。 
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高知県建設工事競争入札参加者基準要綱  

 

 （趣旨） 

第１条  この要綱は、高知県が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、調査等

委託業務の一般競争入札参加者の公正かつ適切な基準並びに高知県契約規則（昭

和39年高知県規則第12号）第28条の規定による建設工事及び建設工事に係る測量、

調査等委託業務の指名競争入札指名基準を定めるものとする。 

２  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（ 平 成 ７

年 政 令 第 37 2号 ） に 係 る 競 争 入 札 に お い て は 、 こ の 要 綱 は 適 用 し な い 。 

 

 （入札参加者） 

第２条 入札参加者は、高知県建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている

建設業者（以下「有資格者」という。）でなければならない。 

２ 入札参加者は、当該建設工事の契約予定額に見合う別表の発注標準額に対応す

る等級及び当該等級の直近上位の等級（土木一式工事は除く。）に属する有資格

者とする。ただし、等級の異なる有資格者が合併するときは、合併後の等級が決

定されるまでの間、消滅会社を含めて最上位の等級を合併後の有資格者の等級と

みなして入札参加者を決定することができる。 

３ 特に緊急を要する工事、特殊な技術を要する工事（ほ装工事、港湾・漁港での

船舶を使用する工事等をいう。）その他特別の理由のある工事（工事場所の属す

る地域内に当該工事の施工能力を有する有資格者が少数である場合等をいう。）

においては、前項及び次条の規定によらず入札参加者を決定することができる。 

４  災 害 復 旧 事 業 に お い て 災 害 時 に 緊 急 応 急 工 事 等 に 従 事 し た 有 資 格 者

は 、 第 ２ 項 及 び 次 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 従 事 し た 箇 所 の 災 害 復

旧 工 事 施 工 の た め の 指 名 競 争 入 札 に お い て 指 名 さ れ る こ と を 妨 げ な い 。 

５ 県外に主たる営業所を有する有資格者については、当該工事の技術的要件、施

工実績等を考慮して入札参加者を決定する。 

 

 （土木一式工事における入札参加者の特例） 

第３条  土木一式工事において一般競争入札を適用する場合は、別表の発注標準額

に対応する等級の直近上位の等級に属する有資格者を、次により参加させること

ができるものとする。 

(１) Ｂ等級発注区分のうち、発注予定額が５千万円以上７千500万円未満の場合に

はＡ等級の有資格者 

(２) Ｃ等級発注区分のうち、発注予定額が１千万円以上２千500万円未満の場合に

はＢ等級の有資格者 

２  土木一式工事において一般競争入札を適用する場合は、別表の発注標準額に対

応する等級の直近下位の等級に属する有資格者を、次により参加させることがで

きるものとする。 
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(１) Ａ等級発注区分のうち、発注予定額が１億円未満の場合にはＢ等級の有資格

者 

(２) Ｂ等級発注区分のうち、発注予定額が５千万円未満の場合にはＣ等級の有資

格者 

３  土 木 一 式 工 事 に お い て 指 名 競 争 入 札 を 適 用 す る 場 合 は 、 別 表 の 発 注

標 準 額 に 対 応 す る 直 近 上 位 の等級に属する有資格者を、次により参加させる

ことができるものとする。 

(１) Ｃ等級発注区分のうち、発注予定額が１千万円以上２千500万円未満の場合に

はＢ等級の有資格者 

(２) Ｄ等級発注区分ではＣ等級の有資格者 

 

（ 土 木 一 式 工 事 に お け る 協 業 組 合 の 入 札 参 加 の 特 例 ）  

第 ３ 条 の ２  土 木 一 式 工 事 の 一 般 競 争 入 札 又 は 指 名 競 争 入 札 に お い て 、協 業

組 合 の 設 立 に 係 る 総 合 点 数 の 算 定 方 法 及 び 入 札 参 加 資 格 の 確 保 に 関 す る

特 例 要 領（ 平 成 19年 10月 １ 日 施 行 ）第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 協 業 組 合（ 以

下 こ の 条 に お い て「 協 業 組 合 」と い う 。）で 有 資 格 者 と な っ た 者 は 、上 位

２ 者 が 同 一 又 は 直 近 の 等 級 を 有 す る と き は 、前 ２ 条 の ほ か 次 の と お り 参 加

で き る も の と す る 。  

(１ ) 協 業 組 合 の 組 合 員 の う ち 、 協 業 組 合 と し て 新 た に 格 付 け さ れ た 等

級 の 直 近 下 位 の 等 級 を 組 合 設 立 前 に 有 す る 者 が あ る と き は 、 協 業 組

合 の 等 級 の 直 近 下 位 の 等 級 発 注 標 準 額 の 入 札  

(２ ) 協 業 組 合 の 組 合 員 の う ち 、 協 業 組 合 と し て 新 た に 格 付 け さ れ た 等

級 の ２ 等 級 下 位 の 等 級 を 組 合 設 立 前 に 有 す る 者 が あ る と き は 、 協 業

組 合 の 等 級 の 直 近 下 位 及 び ２ 等 級 下 位 の 等 級 発 注 標 準 額 の 入 札  

２  前 項 の 規 定 の 適 用 期 間 は 、 協 業 組 合 設 立 の 日 か ら ５ 年 を 経 過 す る 日

が 属 す る 年 度 ま で と す る 。  

 

（ 建 築 一 式 工 事 に お け る 入 札 参 加 者 の 特 例 ）  

第 ３ 条 の ３  建築一式工事の一般競争入札において、Ａ等級発注区分の工事のう

ち当該工事の技術的要件（施工規模、特殊技術の要否等）を勘案して競争性が確

保できるものについては、入札参加できるＡ等級の総合点数に関して上限又は下

限を設定することができるものとする。 

 

（入札参加者の要件） 

第４条  前４条の規定のほか、次に掲げる事項を十分に考慮のうえ、工事内容等に

応じて競争性を確保できるよう要件を設定し、入札参加者を決定しなければな

らない。 

  (１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同令第167条の11

第１項において準用する場合を含む。）の規定に該当の有無 

  (２) 建設業法（昭和24年法律第100号）第28条の規定による営業停止の有無 
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  (３) 経営事項審査の有効期間 

  (４) 高知県建設工事指名停止措置要綱（平成17年８月高知県告示第598号）によ

る指名停止又は指名回避措置基準要領（平成17年８月25日付け17高建管第

223号土木部長通知）による指名回避の有無 

  (５) 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月

高知県訓令第１号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者該当の有無 

 (６) 不正又は不誠実な行為の有無 

  (７) 信用状態 

  (８) 工事成績 

  (９) 手持工事の状況 

  (10) 当該工事施工についての技術的適性 

  (11) 当該工事に関する地理的条件 

 

 （ 出 先 機 関 に お け る 指 名 手 続 ）  

第５条  出先機関入札工事の指名競争入札における指名業者の選定は、出先機関長

があらかじめ当該出先機関長の直近下位の事務職及び技術職の者（事務職の配置

のない出先機関にあっては、事務職は除く。）と協議したうえ決定する。 

２ 指名競争入札のうち本庁入札に関係のある出先機関長は、推薦書により当該指

名競争入札の指名業者を推薦しなければならない。 

３ 所内事務所を置く出先機関（以下この項において「所管事務所」という。）に

おいて、当該所内事務所に関係のある指名競争入札を行う場合は、所内事務所長

は所管事務所長に対して推薦書により指名業者を推薦しなければならない。 

 

  （秘密の保持） 

第６条  入札実施機関は、競争入札が行われるまでの間、当該入札参加者の秘密の

保持に特に注意しなければならない。 

 

  （測量、調査等委託業務） 

第７条  測量、調査等委託業務に係る入札参加者については、第２条第１項及び第

５項並びに第４条から前条までの規定を準用する。 

 

（補償コンサルタント業務） 

第８条   補償コンサルタント業務（不動産鑑定及び登記手続等は除く。）に係る入

札参加者については、前条の規定によるほか、契約予定額が100万円以上の業務に

おいては補償コンサルタント登録規程（昭和59年建設省告示第1341号）第２条の

規定による登録を受けている者とする。 
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      附 則 

  （施工期日等） 

１ この要領は、平成19年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争

入札から適用する。 

  （建設工事指名競争入札参加の指名基準の廃止） 

２ 建設工事指名競争入札参加者の指名基準（平成13年４月１日施行）は廃止する。 

（協業組合の入札参加の特例） 

３ 平成25年４月１日から平成28年３月31日までの間に、協業組合の設立に係る

総合点数の算定方法及び入札参加資格の確保に関する特例要領第２条第１項

に規定する協業組合で有資格者となった者に係る本則第３条の２第２項の規

定の適用については、同項中「５年」とあるのは「７年」とする。 

 

（施行期日等） 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争

入札に適用する。 

 

（施行期日等） 

 この要綱は、平成21年６月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争

入札に適用する。 

 

（施行期日等） 

 この要綱は、平成21年８月７日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争

入札に適用する。 

 

（施行期日等） 

この要綱は、平成23年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入

札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。ただし、改正後の要綱の規定

中「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に係る部分は、

契約締結日が平成23年４月１日以後であって、同日前に公告を行う一般競争入札

又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。 

 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競

争入札又は指名通知を行う指名競争入札から適用する。 

２ 平成25年４月１日において設立の日から５年を経過していない協業組合

に係る本則第３条の２第２項の規定の適用については、同項中「５年」とあ

るのは「７年」とする。 
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別 表 

 

 (１)  土木一式工事 

等 級 発 注 標 準 額                      

Ａ ７，５００万円以上 

Ｂ ２，５００万円以上      ７，５００万円未満 

Ｃ ５００万円以上      ２，５００万円未満 

Ｄ ５００万円未満 

 

 (２)  建築一式工事  

等 級 発 注 標 準 額                      

Ａ       ５，０００万円以上 

Ｂ       ２，０００万円以上      ５，０００万円未満 

Ｃ         ５００万円以上      ２，０００万円未満 

Ｄ          ５００万円未満 

 

(３)  その他の工事 

等 級 発 注 標 準 額                      

Ａ        １，０００万円以上 

Ｂ        １，０００万円未満 
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高知県建設工事競争入札参加者基準要綱新旧対照表 
 

新 旧 
 

第３条の２ 省略 

２ 前項の規定の適用期間は、協業組合設立の日から５年を経過する日が属する年度までと

する。 

 

（入札参加者の要件）  

第４条 前４条の規定のほか、次に掲げる事項を十分に考慮のうえ、工事内容等に応じて競

争性を確保できるよう要件を設定し、入札参加者を決定しなければならない。  

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同令第167条の11第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に該当の有無  

(２) 建設業法（昭和24年法律第100号）第28条の規定による営業停止の有無  

(３) 経営事項審査の有効期間  

(４) 高知県建設工事指名停止措置要綱（平成17年８月高知県告示第598号）による指名停

止又は指名回避措置基準要領（平成17年８月25日付け17高建管第223号土木部長通知）

による指名回避の有無  

(５) 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月高知県訓令

第１号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者該当の有無 

(６) 不正又は不誠実な行為の有無  

(７) 信用状態  

(８) 工事成績  

(９) 手持工事の状況  

(10) 当該工事施工についての技術的適性 

(11) 当該工事に関する地理的条件 

 

附 則  

（施行期日等）  

 

第３条の２ 省略 

２ 前項の規定の適用期間は、協業組合設立の日から５年を経過する日が属する年度までと

する。 

 

（入札参加者の要件）  

第４条 前４条の規定のほか、次に掲げる事項を十分に考慮して入札参加者を決定しなけれ

ばならない。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（同令第167条の11第１項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に該当の有無  

(２) 建設業法（昭和24年法律第100号）第28条の規定による営業停止の有無  

(３) 経営事項審査の有効期間  

(４) 高知県建設工事指名停止措置要綱（平成17年８月高知県告示第598号）による指名停

止又は指名回避措置基準要領（平成17年８月25日付け17高建管第223号）による指名回

避の有無  

(５) 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程（平成23年３月高知県訓令

第１号）第２条第２項第５号に掲げる排除措置対象者該当の有無 

(６) 不正又は不誠実な行為の有無  

(７) 信用状態  

(８) 工事成績  

(９) 手持工事の状況  

(10) 当該工事施工についての技術的適性 

(11) 当該工事に関する地理的条件 

 

附 則  

（施行期日等）  
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１ この要綱は、平成19年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札から

適用する。  

（建設工事指名競争入札参加者の指名基準の廃止）  

２ 建設工事指名競争入札参加者の指名基準（平成13年４月１日施行）は廃止する。  

（協業組合の入札参加の特例） 

３ 平成25年４月１日から平成28年３月31日までの間に、協業組合の設立に係る総合点数の

算定方法及び入札参加資格の確保に関する特例要領第２条第１項に規定する協業組合で

有資格者となった者に係る本則第３条の２第２項の規定の適用については、同項中「５年」

とあるのは「７年」とする。 

（施行期日等）  

この要綱は、平成20年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札に適

用する。  

（施行期日等）  

この要綱は、平成21年６月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札に適

用する。  

（施行期日等）  

この要綱は、平成21年８月７日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札に適

用する。 

（施行期日等）  

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は

指名通知を行う指名競争入札から適用する。ただし、改正後の要綱の規定中「高知県の事

務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に係る部分は、契約締結日が平成23年

４月１日以後であって、同日前に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入

札から適用する。 

（施行期日等）  

１ この要綱は、平成25年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は

指名通知を行う指名競争入札から適用する。 

２ 平成25年４月１日において設立の日から５年を経過していない協業組合に係る本則第

３条の２第２項の規定の適用については、同項中「５年」とあるのは「７年」とする。 

１ この要綱は、平成19年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札から

適用する。  

（建設工事指名競争入札参加者の指名基準の廃止）  

２ 建設工事指名競争入札参加者の指名基準（平成13年４月１日施行）は廃止する。  

 

 

 

 

 

（施行期日等）  

この要綱は、平成20年４月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札に適

用する。  

（施行期日等）  

この要綱は、平成21年６月１日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札に適

用する。  

（施行期日等）  

この要綱は、平成21年８月７日から施行し、同日以後に公告又は指名する競争入札に適

用する。 

（施行期日等）  

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又は

指名通知を行う指名競争入札から適用する。ただし、改正後の要綱の規定中「高知県の事

務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に係る部分は、契約締結日が平成23年

４月１日以後であって、同日前に公告を行う一般競争入札又は指名通知を行う指名競争入

札から適用する。 

 

 

 

 


